
問
あ
る
施
設
の
設
備
に
つ
い

て
、
県
が
審
査
し
た
結
果
、

安
全
が
確
認
で
き
な
い
と
し
な
が
ら

も
、行
政
処
分
は
行
わ
な
い
、ま
た
期

限
を
区
切
っ
た
改
善
計
画
の
提
出
を

求
め
な
い
と
し
て
い
る
が
、ど
の
程
度

に
ま
で
な
れ
ば
処
分
で
き
る
の
か
。

（
環
境
部
長
）
廃
棄
物
処
理
法
に
基

準
が
設
け
ら
れ
て
い
る
施
設
等
に
つ

い
て
は
、
そ
の
基
準
に
違
反
し
た
場

合
は
指
導
ま
た
は
行
政
処
分
を
行
っ

て
い
る
が
、
一
方
で
基
準
が
設
け
ら

れ
て
い
な
い
施
設
等
に
関
し
、
そ
の

構
造
な
ど
が
安
全
で
あ
る
と
は
認
め

ら
れ
な
い
様
な
場
合
に
は
、
法
に
根

拠
が
無
い
こ
と
か
ら
行
政
処
分
は
で

き
な
い
が
、
安
全
性
を
確
保
す
る
よ

う
行
政
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

問
県
は
指
導
と
同
時
に
現
場
確

認
が
不
可
欠
と
考
え
る
が
今

後
の
指
導
方
法
、対
応
に
つ
い
て
伺
う
。

（
環
境
部
長
）
施
設
の
新
規
許
可
申

請
時
使
用
前
検
査
を
、
処
分
業
の
更

新
許
可
申
請
時
、
更
新
前
の
立
入
検

査
を
、
事
後
の
変
更
届
け
時
、
届
出

の
受
理
後
に
そ
れ
ぞ
れ
立
入
検
査
を

行
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
、
住
民

か
ら
の
苦
情
や
通
報
が
あ
れ
ば
そ
の

都
度
立
入
検
査
を
行
っ
て
お
り
、
今

後
も
適
切
に
対
応
し
て
い
く
。

問
自
然
豊
か
な
こ
の
長
野
県
こ

そ
が
、廃
棄
物
処
理
施
設
が
、

環
境
に
害
の
な
い
施
設
と
し
て
、
地

域
住
民
と
共
存
で
き
る
よ
う
、
県
の

条
例
に
さ
ら
に
厳
格
な
許
可
及
び
取

消
基
準
を
定
め
加
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
。

（
知
事
）
現
在
廃
棄
物
処
理
法
よ
り

も
厳
格
な
許
可
及
び
取
消
基
準
を
条

例
で
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

う
し
た
中
本
県
と
し
て
は
、
廃
棄
物

処
理
施
設
の
設
置
な
ど
に
あ
た
り
、

事
前
に
住
民
と
事
業
者
が
説
明
会
な

ど
の
開
か
れ
た
場
に
お
い
て
、
生
活

環
境
の
保
全
等
に
関
し
て
十
分
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
頂
く

た
め
事
業
計
画
協
議
制
度
を
設
け
て

い
る
。
こ
の
制
度
に
よ
り
、
施
設
が

地
域
と
共
存
し
て
い
く
こ
と
を
目
指

し
て
い
る
。

問
中
信
地
区
特
別
支
援
学
校
再

編
整
備
計
画
策
定
段
階
で

は
、
綿
密
な
調
査
が
行
わ
れ
た
も
の

と
思
っ
て
い
た
が
、
こ
の
4
月
の
新

入
生
が
予
想
を
20
名
程
上
回
り
、
急

遽
隣
接
す
る
今
井
小
学
校
の
教
室
を

利
用
す
る
方
向
で
松
本
市
と
調
整
中

と
聞
く
。
何
処
が
責
任
を
持
ち
、
ど

の
よ
う
な
調
査
が
行
わ
れ
た
の
か
。

（
教
育
長
）
県
教
委
と
し
て
は
、
一

時
的
な
増
減
は
あ
り
得
る
も
の
の
、

中
長
期
的
に
は
横
ば
い
か
ら
微
減
で

推
移
す
る
と
見
込
み
、
計
画
を
策
定

し
た
。
今
回
の
要
因
と
し
て
は
、
特

別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒

の
就
学
先
は
、
保
護
者
の
希
望
を
最

大
限
に
尊
重
し
決
定
す
る
制
度
と
な

っ
て
い
る
。
全
県
的
に
は
、
特
別
支

援
学
級
を
志
向
す
る
保
護
者
が
近
年

多
く
な
っ
て
い
る
が
、
今
年
度
の
松

本
地
区
で
は
、
早
い
段
階
か
ら
特
別

支
援
学
校
で
手
厚
い
教
育
を
受
け
さ

せ
た
い
と
い
う
保
護
者
が
、
例
年
以

上
に
多
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
認
識

し
て
い
る
。

問
教
室
以
外
に
も
ス
ク
ー
ル
バ
ス

の
利
用
な
ど
問
題
が
生
じ
る
と

思
う
が
、現
時
点
で
考
え
ら
れ
る
問
題

点
、ま
た
そ
れ
に
対
す
る
対
応
策
は
。

（
教
育
長
）
必
要
な
教
員
の
配
置
や

給
食
提
供
数
の
増
な
ど
が
考
え
ら
れ

る
が
、
学
習
に
支
障
が
無
い
よ
う
必

要
な
対
応
を
進
め
て
い
る
。
ス
ク
ー

ル
バ
ス
を
4
台
運
行
し
て
い
る
が
、

通
学
手
段
の
調
整
を
行
い
、
保
護
者

が
送
迎
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
燃

料
代
等
の
費
用
は
公
費
で
負
担
し
、

保
護
者
に
負
担
が
極
力
か
か
ら
な
い

よ
う
に
取
組
ん
で
い
る
。

問
総
合
教
育
会
議
に
お
い
て
、

特
別
支
援
教
育
に
つ
い
て
ど

の
様
な
議
論
を
行
い
、
こ
の
会
議
を

ど
う
活
用
し
て
充
実
を
図
っ
て
い
く

お
考
え
か
。

（
知
事
）
総
合
教
育
会
議
に
お
い
て

は
、
子
ど
も
達
の
学
ぶ
力
、
あ
る
い

は
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
意
見
交
換

を
し
て
い
る
。
障
が
い
の
あ
る
子
ど

も
達
に
、
先
ず
切
れ
目
の
無
い
支
援

を
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

生
ま
れ
た
時
か
ら
就
労
ま
で
一
貫
し

た
支
援
が
必
要
で
あ
り
、
障
が
い
を

持
つ
子
ど
も
達
に
対
し
て
は
、
教
育

の
場
と
い
う
事
だ
け
で
な
く
、
福
祉

的
な
対
応
、
医
療
面
で
の
対
応
が
大

変
重
要
だ
と
思
っ
て
い
る
。
今
ま
で

は
特
別
支
援
学
校
は
教
育
委
員
会
が

中
心
で
そ
の
視
点
だ
け
で
考
え
て
い

た
が
、
福
祉
、
医
療
を
は
じ
め
と
し

て
、
知
事
部
局
の
様
々
な
施
策
と
も

連
携
し
て
、
教
育
委
員
会
と
知
事
部

局
が
し
っ
か
り
と
一
体
と
な
っ
て
、

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
達
が
そ
の
能
力

を
最
大
限
発
揮
し
て
も
ら
う
事
が
で

き
る
環
境
づ
く
り
に
取
組
ん
で
い
く
。

問
今
年
度
心
の
病
に
よ
り
退
職
・

休
職
し
た
教
職
員
の
数
、相

談
件
数
は
。ま
た
、心
の
病
に
よ
り
、年

度
を
越
え
て
断
続
的
に
休
職
、療
養

休
暇
等
を
重
ね
る
教
職
員
の
状
況
は
。

（
教
育
長
）
※
グ
ラ
フ
参
照
　
休
職

者
82
人
の
う
ち
過
去
に
精
神
疾
患
を

理
由
に
休
職
や
30
日
以
上
の
長
期
療

養
休
暇
の
経
験
が
あ
る
者
は
32
人

で
、
内
訳
は
義
務
教
育
段
階
22
人
、

高
等
学
校
７
人
、
特
別
支
援
学
校
３

人
で
す
。

問
県
教
委
と
し
て
、
ど
こ
に
要

因
が
あ
る
と
捉
え
て
い
る

か
。
ま
た
、
心
身
の
不
調
を
経
験
し

な
が
ら
、
そ
の
後
安
定
し
て
現
場
で

勤
務
を
重
ね
る
教
職
員
は
ど
の
程
度

い
る
か
。

（
教
育
長
）
相
談
者
の
聞
き
取
り
等

に
よ
る
と
、
主
な
要
因
と
し
て
は
、

業
務
の
多
忙
化
・
多
様
化
に
よ
る
ス

ト
レ
ス
の
増
大
、
児
童
・
生
徒
や
保

護
者
と
の
関
係
の
悩
み
、
個
人
的
な

事
情
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
複
合

的
に
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
心
の
病
か
ら
復
帰
し
た

教
職
員
の
状
況
は
、26
年
度
は
30
人
、

27
年
度
は
2
月
1
日
現
在
38
人
で

す
。
復
帰
後
に
お
い
て
も
本
人
の
希

望
に
応
じ
相
談
を
行
い
な
が
ら
、
安

定
し
た
勤
務
が
継
続
で
き
る
よ
う
支

援
し
て
い
る
。

問
小
中
学
校
に
お
い
て
、教
職
員

が
心
の
病
を
訴
え
た
場
合
、

学
校
、市
町
村
教
委
、県
教
委
は
そ
れ

ぞ
れ
ど
の
様
に
対
応
し
て
い
る
か
。

（
教
育
長
）
学
校
で
は
校
務
の
軽
減

を
図
る
と
と
も
に
、
本
人
の
意
向
を

踏
ま
え
、
療
養
休
暇
等
を
取
得
さ
せ

て
い
る
。
病
状
が
重
か
っ
た
り
、
あ

る
程
度
の
療
養
期
間
を
要
す
る
場
合

は
、校
長
は
市
町
村
教
委
に
連
絡
し
、

療
養
休
暇
が
１
ヶ
月
以
上
と
な
る
場

合
は
児
童
生
徒
の
教
育
活
動
に
支
障

が
生
じ
な
い
よ
う
、
県
教
委
は
市
町

村
教
委
か
ら
の
内
申
を
受
け
、
代
替

者
の
任
用
や
休
職
の
手
続
き
を
行
う

と
と
も
に
、
職
場
復
帰
訓
練
や
、
校

長
に
対
す
る
管
理
監
督
者
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
相
談
等
を
実
施
し
て
い
る
。

問
県
の
採
用
に
よ
る
県
費
負
担

教
職
員
が
い
る
現
場
と
県
教

委
の
繋
が
り
が
曖
昧
な
所
に
問
題
が

あ
り
、
様
々
な
問
題
が
生
じ
て
い
る

と
思
う
が
、
現
状
の
県
・
市
町
村
・

現
場
の
縦
の
繋
が
り
、
教
育
委
員
会

の
組
織
・
制
度
に
つ
い
て
改
革
す
る

考
え
は
な
い
か
。

（
教
育
長
）
服
務
監
督
に
つい
て
は
、市

町
村
教
委
の
権
限
と
責
任
で
行
い
、休

職
な
ど
の
任
免
に
関
わ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
県
教
委
の
権
限
と
責
任
の
元

で
行
な
っ
て
い
る
。
県
費
負
担
教
職

員
制
度
は
、
服
務
監
督
権
者
と
任
命

権
者
が
異
な
る
と
い
う
複
雑
な
制
度

に
な
っ
て
い
る
が
、
市
町
村
の
規
模

や
財
政
力
に
寄
ら
ず
、
全
県
的
な
教

育
水
準
の
維
持
向
上
を
図
る
た
め
に

必
要
な
教
職
員
を
確
保
す
る
上
で
、

必
要
な
制
度
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い

る
。
情
報
共
有
、
教
職
員
の
人
事
な

ど
に
つ
い
て
は
、
今
ま
さ
に
そ
の
改

革
を
進
め
て
い
る
所
で
あ
る
。
小
規

模
な
町
村
で
あ
っ
て
も
し
っ
か
り
と

教
職
員
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
全
県

の
教
育
水
準
の
維
持
確
保
に
向
け
て

今
後
も
取
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

や る 気・ 元 気・ 信 州 に 好 機

寺沢こうき　県政報告

2 月定例議会（2月 17日～ 3月 16日）の模様は県議会ホームページで録画にてご覧いただけます。

廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て

１

松
本
養
護
学
校
に
つ
い
て

２

教
育
現
場
で
の
心
の
病
に

つ
い
て

３

長野県議会
２月定例会
一般質問内容

県内教職員の心の病の状況

精神疾患が理由で休職
82人（75.2％）

その他の理由で休職
27人（24.8％）

義務教育段階
57 人（69.5％）

高等学校
15 人

（18.3％）

特殊支援学校
10 人（12.2％）

休職者
109 人

精神疾患が理由で退職
10人（30.3％）

その他の理由で退職
23人（69.7％）

義務教育段階
6人（60％）

高等学校
2人（13.8％）

特殊支援学校
2人（20％）

相談件数
370 人

精神面での相談
352 人（95.1％）

その他の相談
18人（4.9％）

義務教育段階
191 人（54.3％）高等学校

104 人（29.5％）
高等学校

104 人（29.5％）

特殊支援学校
57 人（16.2％）
特殊支援学校
57 人（16.2％）

精神疾患が理由で休職
82人（75.2％）

その他の理由で休職
27人（24.8％）

義務教育段階
57 人（69.5％）

高等学校
15 人

（18.3％）

特殊支援学校
10 人（12.2％）

休職者
109 人

精神疾患が理由で退職
10人（30.3％）

その他の理由で退職
23人（69.7％）

義務教育段階
6人（60％）

特殊支援学校
2人（20％）

相談件数
370 人

精神面での相談
352 人（95.1％）

その他の相談
18人（4.9％）

義務教育段階
191 人（54.3％）

高等学校
2人（13.8％）

中途退職者
33 人

平成 28年 2月 1日現在


